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○三鷹市立児童遊園条例施行規則 

平成27年９月30日 

規則第56号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三鷹市立児童遊園条例（昭和39年三鷹市条例第20号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（開園時間等） 

第２条 児童遊園のうち、下連雀こでまり児童遊園の開園時間は、４月から９月ま

では午前７時30分から午後６時までとし、10月から翌年３月までは午前７時30分

から午後５時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変

更することができる。 

２ 児童遊園のうち、中原スポーツ児童遊園の使用種目、開園時間及び使用区分は、

別表第１のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変

更することができる。 

（一部改正〔平成29年規則６号〕） 

（休園日） 

第３条 児童遊園のうち、中原スポーツ児童遊園の休園日は、12月29日から翌年１

月３日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、

又は臨時に休園日を定めることができる。 

（使用者の範囲） 

第４条 児童遊園のうち、中原スポーツ児童遊園を貸切り（団体が当該児童遊園を

使用することをいう。以下同じ。）により使用できる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 三鷹市スポーツ施設条例施行規則（平成28年三鷹市規則第51号。以下「スポ

ーツ施設条例施行規則」という。）第４条の規定により団体登録をした団体 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

（一部改正〔平成29年規則６号〕） 
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（貸切使用の申請及び承認） 

第５条 スポーツ施設条例施行規則第４条第３項の規定により登録カードの交付を

受けた団体が、中原スポーツ児童遊園を使用しようとするときは、別表第２に定

める区分ごとに、同表に定める申込期間内に三鷹市生涯学習施設等予約システム

（以下「施設予約システム」という。）により、市長に使用の申請をしなければ

ならない。 

２ 市長は、別表第２に定める抽せん予約期間内に申請があったときは、施設予約

システムによる抽せんにより使用する団体を決定し、使用を承認するものとする。 

３ 市長は、別表第２に定める先着予約期間内に申請があったときは、先着順によ

り使用する団体を決定し、使用を承認するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（全部改正〔平成29年規則６号〕） 

（使用の承認の取消し等） 

第６条 市長は、条例第３条第４項の規定により中原スポーツ児童遊園の使用の承

認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、中原スポーツ児童

遊園使用承認取消し等通知書（様式第１号）により使用者に通知する。 

（全部改正〔平成29年規則６号〕） 

（使用権の譲渡禁止） 

第７条 条例第３条第１項及び第５条の規定により、中原スポーツ児童遊園の使用

の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（一部改正〔平成29年規則６号〕） 

（原状回復の義務） 

第８条 児童遊園のうち、中原スポーツ児童遊園を使用する者は、当該児童遊園の

使用を終了したときは、直ちに使用場所、使用設備等を原状に回復しなければな

らない。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年12月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の規定による中原スポーツ児童遊園の使用に係る手続その他の行為は、

この規則の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成29年３月13日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行し、平成29年１月４日から適用する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の三鷹市立児童遊園条例施行規則の規定による中原スポ

ーツ児童遊園の使用に係る手続その他の行為は、この規則の施行日前においても

行うことができる。 

附 則（平成30年10月29日規則第60号） 

この規則は、平成30年11月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日規則第29号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（一部改正〔平成29年規則６号〕） 

使用種目 開園時間 使用区分 

１ 軟式野球 

２ 硬式野球 

３ ソフトボール 

４ サッカー 

午前９時から午後５

時まで 

１ 午前９時から午前11時

まで 

２ 午前11時から午後１時

まで 
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５ フットサル 

６ ラグビー 

７ その他市長が特に認めた種

目 

３ 午後１時から午後３時

まで 

４ 午後３時から午後５時

まで 

備考 使用区分は、貸切りで使用する場合に適用する。 

別表第２（第５条関係） 

（追加〔平成29年規則６号〕） 

区分 申込期間 

抽せん予約期間 先着予約期間 

市内団体 使用日の属する月の３月前

の１日から10日まで 

使用日の属する月の２月前

の１日から使用日当日まで 

市外団体 ― 使用日の属する月の１月前

の１日から使用日当日まで 

備考 先着予約の受付は、抽せん予約期間終了後、中原スポーツ児童遊園に空き

がある場合に限る。 
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様式第１号（第６条関係） 

（全部改正〔平成29年規則６号〕） 

 


